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コメントNo.43

審査資料に係る不適合管理，設計変更等の業務プロセスについて，対策完了の記載に関して事実関係が分かりにくいことか
ら，適正化をすること。また，是正処置についても追記すること。

（第1113回審査会合，令和5年2月10日）

（回答）

審査資料に係る不適合管理，設計変更等の業務プロセスについて，「柱状図記事欄書き換え」に対する不適合対応に立ち

戻って，経緯から説明する。

（１）「柱状図の記載内容の不適切な書き換え」の是正処置として，設計開発プロセスを改善し，使用したデータのトレーサビリ

ティの確保の明確化と，複数の評価結果から使用するデータの判断根拠の明確化等を行った。（６～７頁参照）

この改善した設計開発プロセスにより，Ｋ断層連続性評価に係る柱状図を適切に作成すると共に，各データのトレーサビリ

ティを確保し，審査資料全体を見直したところ，既往データからの差異（データの変更・副次的変更・修正）（以下「既往デー

タからの差異の確認結果」という。）が確認され，第1099回審査会合資料に示した。※

（２）審査資料の作成過程において，既往データからの差異の確認結果に対しては，不適合処理によって識別するとともに処置

を完了したうえで必要なプロセスに戻って審査資料を作成し，提出した。「柱状図記事欄書き換え」に対する是正処置の結

果として（１）に示す差異が生じたものであり，この既往データからの差異の確認結果に対する原因特定と是正処置は不要

である。（８頁参照）

なお，不要と判断したが念のため，「柱状図の記載内容の不適切な書き換え」の是正処置の検証を兼ねて，既往データか

らの差異の確認結果の原因分析と原因除去の内容を確認したが，実施した処置にて網羅されており新たな是正処置は不

要であることを確認した。

※第1099回審査会合 資料1-4 「調査データのトレーサビリティの確認結果（その他の調査データの変更箇所と元となる

データ一式）」で提示した157項目

１．審査会合の指摘事項への回答（柱状図記事欄書き換え不適合関連）
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改善措置活動
に係るプロセス

不適合 発⽣

不適合
の処置

是正処置

R2/2/7 • 第833回審査会合  審査資料柱状図記事欄 書 換  不適切   旨 指摘 受  。

• 当該及び同様な記載の柱状図については使用禁止とした。
• 審査資料 柱状図記事欄 何 記載    検討 ，肉眼観察結果を記載した柱状図を元となるデータとして再

作成した。

不適合 判断
R2/3/12

• 調査の結果，審査資料用柱状図 記事欄 記載    破砕部 評価結果（断層岩区分）について，
ボーリングコアの肉眼観察結果に基づくものを他の観察結果（薄⽚観察結果等） 基     変更・削除して
いたことが判明。柱状図は元となるデータ（記録）と判断し，変更       記載 変更⼜ 削除    
不適合 判断  。

１－１． 柱状図 記載内容 不適切 書 換   是正処置 既往      差異 
確認結果との関係

• 審査資料 根拠   技術資料 記載    変更       元となるデータを明確にすることを設計要求
事項に定め，技術検討会で審議することを定めた。

• 複数の手法により評価した結果を示す場合は，その判断根拠を明確にすることを設計要求事項に定めた。
• 設計開発        変更 ⽣  場合 変更管理    ，変更内容 識別 影響 評価      ，

変更 関  記録 作成    規程 定   
（次頁参照）

改善  設計開発       ，Ｋ断層連続性評価 係 柱状図 適切 作成   共 ，
各             確保 ，審査資料全体 ⾒直     ，既往      差異 
確認結果（    変更 副次的変更 修正） 157項目※となった。

内 容

原因究明
• 元       明確          ，変更   良  考   
• 肉眼   薄⽚観察   最新 断層岩区分 反映     説明性 向上 理解 得    考   
• 設計要求事項 定    社内規程  ，変更管理     明確 記載      

※参考資料１参照

是正完了
R3/12月

（一部R4/8月）

処置完了
R4/8/23

R2 R3年
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調査会社作業

調査報告書受領 検証

内部及び外部の資源からの
情報の審査・承認

技術検討書の作成，技術検討会の開催

技術設計資料 作成

技術設計資料 審査
設計レビュー会

技術設計資料 検証

技術設計資料 承認

審査資料 作成

準備会

記載内容のチェック

審査資料 妥当性確認

審査資料決裁 提出

（NRA審査）
（ラップアップ面談）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

技術設計資料
の妥当性確認＊

＊

申請書等作成実施計画書（審査事務局）

新  構築   審査資料作成    
（R3.12 ）

①資料     ⽅法 実施計画書  明確化 

②以下を技術検討書にて設計要求事項として明示。
・元となるデータの明確化
・複数の手法により評価する場合，判断根拠を明確にすること
・各種破砕帯データに対する設計要求

③社内専門家を交えた技術検討会を開催。

⑧担当部署以外の者（社内の第三者）を交えた準備会を開催。

⑨コメント内容を再確認をするための面談の申し込みの徹底

④以下 調査会社 作業要領書 明示 
・作業に用いる情報，確認事項
 資料（記録）作成後 確認事項

⑥社内専門家を交えた設計レビュー会を開催。

⑦資料 変更箇所 明示 徹底 

＊ 修正等を実施
する場合は，
必要なプロセ
スまで戻る

設計開発プロセス

調達管理    
外部コミュニケーション
(文書作成)プロセス

柱状図記事欄書き換えの
是正処置内容

１－２．柱状図記事欄書 換  不適合 処置 詳細

⑤設計に関する変更管理の方法を明確化。
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過去の品質記録のデータの一部※2に，今回トレーサビリ
ティ等を確認したデータ（元となるデータ）との差異を確認
（過去に提出した審査資料にも影響→157項目の差異）

■設計開発の変更管理 【担当ＧＭ承認】
変更内容・理由の確認，変更による他のデータへの影響評価

（設計レビュー会※3にて確認実施） ＜不適合 対策①を実施＞

■要求事項を踏まえた作業手順を作成するよう委託先に要求【担当GM確認】
過去の品質記録の妥当性，トレーサビリティ確認（再観察を実施する場合あり）

過去の品質記録がない場合には再観察により記録の作成

■委託報告書の作成

■内部の資源（委託報告書）の情報の審査・承認 【担当GM承認】

■「Ｋ断層の連続性評価」の審査資料※4として作成・審査・承認
【準備会※5にて審査後，担当GM承認】 ＜不適合 対策②を実施＞

■技術設計資料の作成・審査・検証・承認
【設計レビュー会※3にて審査後，担当GM承認】

＜第1099回審査会合資料提出に当たっての業務プロセス（新たに構築した審査資料作成プロセスに基づく作業フロー）＞

原子力規制検査(2022年9月)，原子力規制委員会による審査

再開判断(2022年10月)，審査の進め方に関する面談(11月)

■第1099回 審査会合資料（調査データの変更箇所の説明資料
等）の作成・審査・承認・提出 【準備会※5にて審査後，担当GM承認】

• 新たに構築したプロセスに基づきトレーサビリティを確認したデータと過去の品質記録のデータの一部に差異があったもの（157項目の差異）については，不
適合管理として帳票を発行し，新たに構築した設計開発プロセスにて変更管理（変更内容・理由の確認，影響評価）を行い（対策内容①），技術設計資料に
反映し，外部コミュニケーション（文書作成）プロセスにて「Ｋ断層の連続性評価」の審査資料として作成した（対策内容②）。

• 第1099回審査会合資料は，この「Ｋ断層の連続性評価」の審査資料から作成したものであり，必要な不適合管理，設計開発のプロセス等が適切に行われて
いるものである。

■不適合管理として帳票を発行（不適合の処置の立案）【担当GM承認】

① 過去の品質記録との差異の内容を確認し，元となるデータへの変
更の理由及び根拠を明確にする。

⇒ Ｋ断層(ボーリング10孔)分 2022年8月末完了 【担当GM確認】

② 過去に提出した審査資料を修正する。
⇒「Ｋ断層の連続性評価」資料 2022年8月末完了 【担当GM確認】

③ 修正した審査資料を審査会合資料として提出する。

■不適合が確認された過去の品質記録の識別（157項目の差異）

（使用禁止措置）

第1099回審査会合資料 ，
不適合 対策①② 完了  提出

■設計要求事項の明確化（技術検討書）【技術検討会※1にて審査後，担当室長承認】
技術設計資料に用いるデータはトレーサビリティを確保する。
技術設計資料に用いるデータのうち，元となるデータを明確にし，元となるデータの内容は変更しない。
技術設計資料に用いるデータ（元となるデータを含む。）の出典（品質記録，外部文書等）を明確にする。ただし，技術設計資料に用いるデータ
の出典が品質記録で，その不備等による変更が必要となった場合は，不適合管理を行う。
過去の審査資料で提示していたデータの修正・変更に関する設計要求
・トレーサビリティ確認の結果，変更，修正等が必要な箇所についてエビデンスをまとめる。 等

※1：担当GMが主査，社内専門家も参画
※2：当該データを第833回審査会合等で提示して

いたもの
※3：担当室長が主査を指名，社内専門家も参画
※4：原子力規制検査受検のため，論点に係る審

査資料として作成
※5：審査責任者が主査を指名，社会的な影響等，

第三者的な視点で多角的な確認ができる者
も参画

設計開発プロセス

調達管理プロセス

外部コミュニケーション
(文書作成)プロセス

不適合管理プロセス

＜凡例＞

提出した審査資料に係る不適合管理，設計開発等の業務プロセスについて

【参考資料１】対策完了の記載の適正化（コメントNo.43回答）

第1099回審査会合で対策が未完と説
明した対策③については，今回の補正書
提出（2023年8⽉31⽇）  完了

第1113回審査会合
資料1-1 修正

緑箇所は追記・修正箇所
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コメントNo.52

今回の薄片試料の作製位置の誤り及び類似箇所の点検で見つかった誤りに対する原因分析，是正処置を説明すること。

（第1126回審査会合，令和5年3月17日）

（回答）

今回の薄片試料の作製位置の誤り等について，原因分析，是正処置を説明する。

〇時系列にて事実関係を整理の上，問題点を抽出し（１１～１６頁），原因を分析した。（１７～１９頁）

原因については以下のとおり。

・記録を確認するプロセスはあったが，記録全体の整合性を意識した俯瞰的なものではなかった。

・当社は，既存データの妥当性確認を行うという本件の特性や，既存データ等におけるエラーの存在（既存のものが正しいと
いう先入観）に対して十分配慮できていなかった。

・調査会社は，試料にマーキング等の位置関係を明確化して進める作業手順になっていなかった。

〇上記の原因に対して是正処置を実施した。（１７～２１頁）

是正処置については，以下の事項について技術検討書に記載することで当社要求事項として明確にした。

・調査会社作業に対する記録並びに確認方法を破砕部単位にすることによって，俯瞰的なデータ間の整合確認を実施出来る
ようにすること。

・観察対象を加工して（例：ボーリングコア→研磨片→薄片試料）観察した都度，一連の確認内容について記録すること。
・上記による記録の検証の際，観察対象の形状等の変化における関連データについて個々及び横並びで確認すること。
・今後新たに開始する地質調査について，試料の基準点や目印となる特徴に対してマーキングを行うこと。

今回の薄片試料の作製位置の誤り（H27-B-1孔，74.36～74.50m）については，第1126回審査会合（R5/3/17）時点までコアの
肉眼観察で最新活動面を認定していた面Ａではなく，その近傍の別の面Ｂを面Ａと誤認し，薄片試料を作製していた。

その後の検証行為，トレーサビリティ確認作業のなかでも，それに気付くことができなかった。（これについて原因分析を実施）
（参考資料２ 写真⑦参照）
なお，その後の補正書の作成における見直した最新活動面の認定方法（肉眼観察に加えて実施したＣＴ，研磨片及び薄片観

察）による結果を踏まえて，面Ｂを最新活動面と認定した。（コメント回答資料２参照）

２．審査会合の指摘事項への回答（薄片試料位置誤り不適合関連）
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改善措置活動
に係るプロセス

不適合 発⽣

不適合
の処置

是正処置

内 容

２－１． 薄⽚試料作製位置 誤  等 不適合処置状況

誤 発⾒
R5/2/24

• 調査会社より，薄⽚試料 最新活動面以外 面 作製されていた要変更箇所１箇所の連絡を
受けた。

不適合 判断①
R5/2/27

• 技術資料 設計要求 満⾜        「不適合」と判断。

不適合 処置
計画 R5/3/6
実施 R5/8/31

不適合 判断②
R5/3/10

• 調査会社より，最新活動面 試料作製    薄⽚作製位置及 条線確認位置    ，
7箇所の要変更・修正箇所の報告を受け，「不適合」と判断。
（第1126回審査会合〔R5/3/17〕にてご説明）

不適合 判断③
R5/4/24

• 調査会社より，最新活動面 試料作製    薄⽚作製位置及 条線確認位置    ，
更 ３箇所の修正箇所の報告を受け，「不適合」と判断。

是正処置
計画:R5/5/10
実施:R5/6/1

• 当該 薄⽚試料及 薄⽚観察記録    基  技術設計資料（審査資料）を使用禁止とした。
• 薄⽚試料 再作製 上，正  最新活動面 薄⽚試料 観察  。
• 正  最新活動面 薄⽚試料 観察  。
• 審査資料上 記載 不備    ，必要なプロセスまで戻り修正する。
• 他 全  薄⽚試料作製位置及 条線確認位置 確認 ⾏ 。
• 上記 変更・修正  内容 審査資料等 反映  。

原因究明
• 記録 確認           ，記録全体 整合性 意識  俯瞰的          
• 当社 ，既存    妥当性確認 ⾏    本件 特性 ，既存   等        存

在（既存のものが正しいという先入観）に対して十分配慮できていなかった。
• 調査会社 ，試料      等 位置関係 明確化  進  作業⼿順          
以下について，当社要求事項に反映した。
• 調査会社作業に対する記録並びに確認⽅法を破砕部単位にすることによって，俯瞰的なデータ間の

整合確認を実施出来るようにすること。
• 観察対象 加⼯  （例        →研磨⽚→薄⽚試料）観察  都度，一連 確認内容

について記録すること。
• 上記による記録の検証の際，観察対象の形状等の変化における関連データについて個々及び横並び

で確認すること。
• 今後新  開始  地質調査    ，試料 基準点 目印   特徴 対        ⾏    

R5/3月 4月
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業務フロー 業務プロセス 具体的⾏動

Ｈ
２
７
年
調
査

◆当社 ◇委託先

＜H27年 調査＞
最新活動面の認定，

条線観察，薄⽚試料作製，
薄⽚観察等

◇ H27-B-1孔 74.36 74.50mの条線
観察，薄⽚試料作製，薄⽚観察 実施
した。
• 観察結果である「条線⽅向」と「変位セン

ス」については，調査報告書の破砕帯カタ
ログ及び細分化カタログに結果のデータ
（70L，正断層）のみが掲載されていた。
• 最新活動面  異  面 薄⽚試料 作

製してしまった。⇒参考資料2写真⑦
• 最新活動面の位置が研磨⽚の外観の樹
脂 ⾒            加 ，最新
活動面と同⽅向の面構造が最新活動面
付近に分布していた。

当社担当は，最新活動面の認定記録を
作成 ，条線観察位置及 薄⽚試料作
製位置が最新活動面であることを確認する
仕様書を作成し，GMが仕様書の内容を
確認した。

◇ 委託先作業員は，仕様書に基づき条線
観察位置及 薄⽚試料 作製位置 最
新活動面であることの確認⼿順について当
社担当 相当数 打 合   ⾏ 調整
した。

◇ 委託先主任技術者 ，作業要領書 内
容 問題    判断 ，要領書 承認
し，当社に提出した。
当社担当 ，作業要領書 妥当 ⼿順
となっていることを確認した。
当社GM ，作業要領書 内容 問
題ないことを確認し，調査会社に連絡
した。

仕様書の
作成

【問題の要因の可能性のある
作業プロセス①】
最新活動面の特定において，
コアの肉眼観察では問題無
かったが，条線観察及び薄
⽚観察    試料 加⼯
した際に，最新活動⾯ ⾒
誤った。なお，最新活動⾯
 ⾒誤 易 状態（左記⻘
字のとおり）であった。

作業要領書
の作成

＜R5年         確認作業＞Ｒ
５
年
作
業

仕
様
書
・
要
領
書
の
作
成

【凡例】
⻘字 作業当時 当事者の

考え，状況等

■   箱 不適合 発⽣ 
た作業

■⻩⾊箱 不適合 検出出
来なかった作業

【問題の要因の可能性のある
作業プロセス②（インタビュー
より）】
記録のトレーサビリティのみ
を確認する作業は初めてで
あった。

２ ２．時系列（薄⽚作製位置 誤 等）
問題の要因の可能性のある

作業プロセス
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業務フロー 業務プロセス 具体的⾏動

調
達
要
求
に
基
づ
く
柱
状
図
作
成
・
最
新
活
動
面
認
定
・
条
線
観
察

◆当社 ◇委託先
柱状図
作成

◇ ①コア観察カードから柱状図に記載す
る記事を検討する。

◇ ②ボーリングコアから柱状図を作成する。
◇ ③コア写真及び①で作成した表を活用

し，ボーリング柱状図の記事欄の記載
を充実させる。

◇ ①対象破砕部の範囲の確認はボーリ
ング柱状図（品質記録）を用いること。

◇ ②肉眼観察により最新活動面を認定
 ，  深度 計測   

◇ ③肉眼観察 最新活動面 不明瞭
な場合は，CTスキャンを用いる。

◇ ①取得済みの条線について，観察位
置が最新活動面であることを確認する。

◇ ②最新活動面の位置は最新活動面
の認定記録（品質記録）を用いる。

◇ 委託先作業員はボーリング柱状図
（品質記録）を作成した。

◇ 委託先主任技術者は，作成された
ボーリング柱状図が問題ないことを確
認した。
当社担当はボーリング柱状図の検証を
実施した。

◇ 委託先作業員は最新活動面の認定
記録（品質記録）を作成した。⇒参
考資料2写真①
• 当該箇所は肉眼観察により最新活動
面を認定した。

◇ 委託先主任技術者は，認定された
最新活動面が問題ないことを確認した。
当社担当は最新活動面の認定記録
の検証を実施した。

◇ 委託先作業員は，条線の取得位置
の特定及び最新活動面位置で条線
観察されていることを確認した。
⇒参考資料2写真⑥
• 研磨⽚を割って取得した条線取得岩

⽚を反対側の研磨⽚の研磨面と照合
して条線の取得位置を特定したH30
年 資料 確認   
• 最新活動面の認定記録のコア写真及

 最新活動面深度 ⾒   上記 
資料  対⽐ ⾏ ，条線観察 最
新活動面で実施されていることを確認
した。

作業は業務プロセスどおり実
施されており，問題は無かっ
た

最新活動面の
認定

条線観察
位置の確認

記録の検証
・作業リリース

記録の検証
・作業リリース

問題の要因の可能性のある
作業プロセス

作業は業務プロセスどおり実
施されており，問題は無かっ
た。

作業は業務プロセスどおり実
施されており，問題は無かっ
た。
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業務フロー 業務プロセス 具体的⾏動

調

達

要

求

に

基

づ

く

条

線

観

察

◆当社 ◇委託先

観察箇所の
写真撮影

◇（省略）条線の計測

条線観察
シートの作成

問題の要因の可能性のある
作業プロセス

条線観察
結果の作成

【問題の要因の可能性のある
作業プロセス③】
条線の観察結果のみを記載
していた。対象となる条線を
観察した最新活動⾯のト
レースしたものがなかった。

◇ 委託先最新の条線を認定する。
◇ H27-B-1孔は斜めボーリングのため，

破砕部 ⾛向 傾斜 補正 ⾏ ，
記録を作成する。

◇ 過去のデータが最新活動面の短軸を
基準として条線を計測しているかを確
認する。

◇ 記録提出前 主任技術者 検証 ⾏
う。

◇ 委託先作業員 ，条線 認定 ⾏
い，条線観察記録を作成した。
• 斜めボーリングだったので破砕部の⾛

向 傾斜 補正 ⾏   
◇ 委託先主任技術者は，条線の認定

根拠が記載してあることを確認した。

◇ 委託先主任技術者は，条線観察
記録が問題ないことを確認した。

当社担当は条線観察記録の検証を
実施した。

記録の検証

記録の検証・
作業リリース

作業は業務プロセスどおり実
施されており，問題は無かっ
た。

◇（省略）
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業務フロー 業務プロセス 具体的⾏動

調
達
要
求
に
基
づ
く
薄
⽚
試
料
作
製
⽅
向
・
位
置
確
認
作
業

◆当社 ◇委託先
確認用

資料準備

◇ 切断⽅向確認 用  薄⽚試料
作製⽅向の模式図（ボーリング掘
進⽅向，最新活動面，試料切断
面の関係を３次元的に示した図）
を作成する。

◇ 残試料   場合 ，組⽴  ⾏
う。

◇ 対象破砕部 試料 最新活動面 
認定記録（品質記録）を対⽐し，
最新活動面 特定 ⾏  

【問題の要因の可能性のある
作業プロセス④】
多数 破砕部 試料確認
 ⼀連 流  ⾏    
なく，各ステップ（条線観察，
薄⽚観察等）で全数確認
 ⾏ 記録化     
（他のステップも同様）

最新活動面
の特定

【凡例】
⻘字 作業当時 当事者の

考え，状況等

■   箱 不適合 発⽣ 
た作業

■⻩⾊箱 不適合 検出出
来なかった作業

問題の要因の可能性のある
作業プロセス

作業は業務プロセスどおり実
施されており，問題は無かっ
た。

◇ 委託先作業員 ，作業要領書 品
質記録 例 従 ，薄⽚試料作製⽅
向の模式図（ボーリング掘進⽅向，
最新活動面，試料切断面 関係 
３次元的に示した図）を作成し記録
した。

◇ 委託先作業員は，対象破砕部の試
料（研磨⽚及 薄⽚試料作製後 
残試料，条線取得岩⽚） 組 合 
せた。⇒参考資料2写真③

◇ 委託先作業員 ，薄⽚試料 最新
活動面 対象   適切 条線⽅向
に向かって作製されているかを確認した。
• 最新活動面の認定記録のコア写真及

 最新活動面深度 ⾒   組 合
   試料  対⽐ ⾏ ，最新活動
面 特定 ⾏     際，条線観察
位置の情報は活用されなかった。
⇒参考資料2写真①③⑦

◇ 委託先作業員は，H27年 最新活
動面と誤認した割れ目を，今回の作
業においても最新活動面と誤認した。
⇒参考資料2写真⑦

• 多数 試料 確認 順々 ⾏     
• 条線の確認は終わっているため，条線

 取得箇所 意識          
• 特徴的 目印   最新活動面 異

なることを疑わなかった。
• 組み合わせた研磨⽚を回転させてコア

写真 同 姿勢 ⾒  ⽅向 探  
ところ，研磨⽚の割れ目がコアでの最
新活動面 対応  ⾒  ⽅向   
た。
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業務フロー 業務プロセス 具体的⾏動

調
達
要
求
に
基
づ
く
薄
⽚
試
料
作
製
⽅
向
・
位
置
確
認
作
業

◆当社 ◇委託先
◇ 上記作業で特定した最新活動面と

試料切断⽅向 関係 ，模式図 
同等であることを確認し，記録を作成
する。

◇ 薄⽚試料 最新活動面 含    
作製されていることを確認し，記録を
作成する。

◇ 記録提出前に主任技術者が検証を
⾏  

（薄⽚観察以降 内容     ，上記⼿
順で作成した記録から転記するものであるた
 時系列 作成 省略   ）

薄⽚試料作
製⽅向確認

及び記録作成

問題の要因の可能性のある
作業プロセス

試料作製位
置確認及び
記録作成

記録の検証

記録の検証・
作業リリース

【問題の要因の可能性のある
作業プロセス⑤】
各ステップで，記録単体の
正誤を確認していた。

【凡例】
⻘字 作業当時 当事者の

考え，状況等

■   箱 不適合 発⽣ 
た作業

■⻩⾊箱 不適合 検出出
来なかった作業

作業は業務プロセスどおり実
施されており，問題は無かっ
た。

作業は業務プロセスどおり実
施されており，問題は無かっ
た。

◇ 委託先作業員 ，試料切断⽅向確認
記録(品質記録)を作成した。
• 誤認  割 目 ，試料切断⽅向 関

係 ，模式図 同等        ，切
断⽅向は問題ないと判断した。

◇ 委託先作業員 ，試料切断面⽅向
（位置）確認記録(品質記録)を作成
した。
• 既存 薄⽚試料 誤認  割 目 含

 作製         ，薄⽚試料作
製位置は問題ないと判断した。
• 研磨面の中央に直線的な割れ目があっ

     ，切断⽅向確認時 特定  
割れ目が最新活動面であると思い込んだ。

◇ 委託先主任技術者は，上記記録と最
新活動面の認定記録(品質記録)等を
確認し，問題ないと判断した。
• 認定した最新活動面が研磨⽚でわかりづ

らい位置にあり，客先（当社）が記録
だけで判断するのは難しいと思ったが，相
談はしなかった。

当社担当は上記の薄⽚作製⽅向・位置
確認記録の検証を実施した。
確認した観点は以下のとおり。
• 図 条線⽅向 示 ⻩⾊⽮印 最新

活動面上に表示されており，上盤⽅
向にZが向いていること
• 残試料 同 関係性        
• 最新活動面はコアで決まっており，研

磨面で大きく間違えないだろうと思って
いた。
• 調査会社が研磨⽚の実物を確認して，

認定した最新活動面と同じせん断面を
特定できていると考えていた。
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◇ 委託先は，K断層，B-1孔分の記録
類をとりまとめ，中間報告書として提
出した。

当社担当は，2名でチェックすべき観
点を分担して中間報告書の検証を実
施した。

（担当A）
• 記録 妥当性，調査会社 要領書

どおり作業を実施しているかについて確
認した。
• 個々の記録に問題がないことから，検

証時に最新活動面から採取するデー
タについて，取得位置を⽐較するよう
 確認作業 不要 考     

（担当B）
• 記録に抜けのないことを確認した。
• 個々の記録に問題がないことから，検

証時に最新活動面から採取するデー
タについて，取得位置を⽐較するよう
 確認作業 不要 考     

業務フロー 業務プロセス 具体的⾏動

中
間
報
告
書
の
作
成
・
検
証

◆当社 ◇委託先
◇ K断層分とB-1孔分だけ中間報告書と

して提出

◆【技術検討書（抜粋）】
（４）-1.変位センス
①設計要求事項
h.変位センス認定に係る検証として，作

業⼿順書 基  作成      ⾏
動確認記録等でプロセスを確認するとと
  ，変位       ，薄⽚試料，
変位センス認定記録を用いて確認する。

中間報告書
の作成

中間報告書
の検証

【問題の要因の可能性のある
作業プロセス⑥】
記録全体の検証において、
個々の記録に対し調査会社
 要領書    作業   
いるか，記録に抜けがない
  注⼒  確認     

作業は業務プロセスどおり実
施されていた。

問題の要因の可能性のある
作業プロセス

【凡例】
⻘字 作業当時 当事者の

考え，状況等

■   箱 不適合 発⽣ 
た作業

■⻩⾊箱 不適合 検出出
来なかった作業
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起因となった可能性
のある作業プロセス

（時系列  ）
問題点 原因 是正処置

②※

記録のトレーサビ
リティのみを確認
する作業は初めて
であった。

a. 個別の記録ごとの確認に偏重
してしまい，記録全体の整合
性 確認 不十分    。

（問題点の補⾜）
当社は柱状図記事欄書き換

 事案 伴 業務    ⾒直
しにおいて，データの信頼性確
保を目的とした作業ステップごと
のプロセス確認記録（従前デー
タの妥当性確認記録，再観察
等による元データの認定記録
⇒「元となるデータ」）の作成に
重点を置いた。

A) 記録を確認するプロセスはあっ
たが，記録全体の整合性を
意識  俯瞰的      
かった。

（原因の補⾜）
「元となるデータ」等の記録作成

に重点を置いた結果，調査会社
の検証が十分に実施できない状
況になり，調査会社が技術的知
⾒  個々 記録 内容 俯瞰
的 確認  ⾏為（破砕部単
位での一連のデータの整合性確
認）をし難くしたことで，誤りや齟
齬を検出し難い状況になっていた。

従前の地質調査結果のトレーサ
     確⽴  作業     ，
以下 対策１ ３ 実施   

1.当社は，調査会社作業に対
する記録並びに確認⽅法を破
砕部単位にすることによって，
俯瞰的なデータ間の整合確認
を実施出来るように，技術検
討書等の当社要求事項に反
映する。
  ，調査会社 作業要領
書に反映されたことを確認する。
【20頁 参照】

④※

多数の破砕部の
試料確認 一連
 流  ⾏   
でなく，各ステップ
（条線観察，薄
⽚観察等）で全
数確認 ⾏ 記
録化していた。

⑤※
各ステップで，記
録単体での正誤
を確認していた。

⑥※

記録全体の検証
において、個々の
記録に対し調査
会社 要領   
に作業をしている
か，記録に抜け
     注⼒ 
て確認していた。

２－３．原因分析と是正処置（薄⽚作製位置の誤り等）

※時系列  問題 要因 可能性   作業      項参照
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起因となった可能性
のある作業プロセス

（時系列  ）
問題点 原因 是正処置

②※

記録のトレーサビ
リティのみを確認
する作業は初め
てであった。

b. 「条線観察記録」は単体の記
録として問題なかったが，作
業全体を通したデータ（本件
の場合においては観察対象位
置である最新活動面）をト
        情報 不⾜
していた。

（問題点の補⾜）
薄⽚試料 作製 平成27年

の地質調査委託の中で実施し
ており，認定した最新活動面と
薄⽚採取位置 不一致   
時からのものであった。

B) 当社は，既存データの妥当
性確認（各種データのトレー
     確認） ⾏    
本件の特殊性や，既存デー
タ等におけるエラーの存在
（既存のものが正しいという先
入観）に対して十分配慮でき
ていなかった。

2.当社は，本件の特殊性を考
慮し，観察対象を加⼯して
（例        →研磨
⽚→薄⽚試料）観察  都
度，一連 確認内容    
記録することを技術検討書等
の当社要求事項に反映する。
  ，調査会社 作業要領
書に反映されたことを確認する。
【21頁 参照】

3.当社は，上記２による記録の
検証の際，観察対象の形状
等の変化における関連データに
ついて個々及び横並びで確認
することを技術検討書等の当
社要求事項に反映する。
  ，調査会社 作業要領
書に反映されたことを確認する。
【21頁 参照】

③※

条線の観察結果
のみを記載してい
た。対象となる条
線を観察した最
新活動面のト
レースしたものが
なかった。

①※

最新活動面の特
定において，コア
の肉眼観察では
問題無かったが，
条線観察及び薄
⽚観察のための
試料 加⼯  
際に，最新活動
面 ⾒誤    
お，最新活動面
 ⾒誤 易 状
態であった。

※時系列  問題 要因 可能性   作業      項参照
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起因となった可能性
のある作業プロセス

（時系列  ）
問題点 原因 是正処置

①※

最新活動面の特
定において，コア
の肉眼観察では
問題無かったが，
条線観察及び薄
⽚観察のための
試料 加⼯  
際に，最新活動
面 ⾒誤    
お，最新活動面
 ⾒誤 易 状
態であった。

ｃ．試料 加⼯ 際，識別 
補助するようなマーキング等を
しなかった。このため，コアの
肉眼観察で確認した最新活
動面を，加⼯  試料上 
トレースした際，別の断層面
 ⾒誤   

（問題点の補⾜）
Ｋ断層の連続性評価に関する
審査資料 作成（平成27年
の地質調査結果のトレーサビリ
  確認 令和4年 調査会社
に委託）において，当該箇所
 研磨⽚ 試料 ，当時認定
済  最新活動面 識別  
のにヒューマンエラーを誘発する
外観   ，調査会社 ，識
別を補助するようなマーキング等
        ，当該面  異
  面 最新活動面 認識 ，
不一致 気付  ，薄⽚ 採
取位置が正しいと判断した。

C) 調査会社 ，試料     
グ等の位置関係を明確化して
進める作業⼿順になっていな
かった。
また，当社もマーキングに対す
る要求をしていなかった。

今後新たに開始する地質調査
     ，上記１ ３ 加 
て，以下の対策４を実施する。

4.当社は，各技術検討書に添
付  共通資料等    ，
試料 基準点 目印   特
徴 対        ⾏   
を技術検討書等の当社要求
事項に反映する。
  ，調査会社 作業要領
書に反映されたことを確認する。

※時系列  問題 要因 可能性   作業      項参照
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H27-B-xx孔

破砕部データ取得のステップ
最新活動⾯

の確認 条線の確認 ・・・・・ 断層岩区分の
総合評価

深度●●m
(破砕部①) ・・・・・

深度▲▲ｍ
(破砕部②) ・・・・・

…

・・・・・

H27-B-xx孔

破砕部データ取得のステップ
最新活動⾯

の確認 条線の確認 ・・・・・ 断層岩区分の
総合評価

深度●●m
(破砕部①) ・・・・・

深度▲▲ｍ
(破砕部②) ・・・・・

…

調査会社
記録作成・確認

↓
当社

記録確認

調査会社
記録作成・確認

是正処置（改善後）
破砕部に対して俯瞰的なデータ間の

整合確認を実施出来るように当社技術
検討書等 要求事項，調査会社要領
書に反映する。

 記録      流 
【改善前】記録作成 確認 流     

【改善後】記録作成 確認 流     

是正処置１ 俯瞰的なデータ間の整合確認のイメージ

・・・・・

⼿順どおり実施されていることの当社確認

調査会社
記録作成・確認

↓
当社

記録確認

当社
検証

調査会社
検証 →→

（左に同じ）

→当社確認

（上に同じ）

…

当社
検証

調査会社
検証 →→

次ステップへ

従来（改善前）の問題点
・「元となるデータ」（破砕部データ単
体）の確認に偏重してしまった。

・その結果，破砕部単位での一連の
    整合性確認 不十分     
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是正処置２ ⼀連 確認内容 記  資料例
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【参考資料2】 H27-B-1孔 深度74.36 74.50mの破砕部における最新活動面と条線観察位置等の関係

注）研磨片の残試料を組み合わせた写真

破砕部範囲（白矢印）
最新活動面 Ａ

最新活動面 Ａ

試料切断方向

コア写真

74 75

研磨片作製位置
最新活動面 Ａ

研磨片写真注）

条線観察位置

試料切断方向

最新活動面 Ａ

試料切断面注）薄片作製位置

最新活動面 Ａ

写真①

写真②

写真③
写真④

写真⑤
写真⑥

写真⑦

写真④「13」と記載が
ある側の切断面

最新活動面の認定
・やや湾曲しているが，破砕帯範囲内では細粒部を伴い最も直線的であることから，
深度74.40mのせん断面を最新活動面に認定した。

誤認した最新活動面 Ｂ

最新活動面 Ａ

条線観察時の最新活動面の確認は

条線取得岩片□と薄片を作製して

いない側の試料の切断面□で実施

最新活動面 Ａ

注)本不適合  面Ｂ 面Ａ 誤認 ，  後 検証等 気付    出
来       ，  後 補正書 作成    ⾒直  最新活動
面の認定⽅法（肉眼観察に加えて実施したＣＴ，研磨⽚及び薄⽚
観察）による結果を踏まえて，面Ｂを最新活動面と認定した。

（    回答資料２参照）

誤認した最新活動面 Ｂ

誤認した最新活動面 Ｂ

誤認した最新活動面 Ｂ
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コメントNo.50

薄片試料の作製は，複数の人が関与する複雑な作業工程なので，薄片試料の作製位置や作製方向が正しいことを残試料で
確認することが重要であることから，薄片作製位置周辺の残試料を検証可能な形で残しておくこと。

（第1126回審査会合，令和5年3月17日）

（回答）

現存する試料（薄片試料作成時の残試料含む）について，適切に保管することを調査会社に要求している。

また，今後新たに作製する試料についても，適切に保管することを要求していく。

コメントNo.51

原因分析の結果を踏まえて，薄片試料の作製位置及び条線確認位置以外にも，類似箇所の点検範囲の拡大について検討す
ること。

（第1126回審査会合，令和5年3月17日）

（回答）

薄片試料作製位置の誤りの原因分析結果とそれに基づく是正処置を踏まえ，破砕部単位での俯瞰的なデータ間の整合確

認を実施した。（結果についてはコメント回答資料２参照）

対象としたデータ項目は以下の通り。

３．審査会合の指摘事項への回答（その他の薄片試料位置誤り不適合関連）

・破砕部範囲 ・ボーリングコア観察（肉眼観察による断層岩区分）

・ボーリングコア観察（断層面の認定） ・ＣＴ画像観察（断層面の認定）

・研磨片観察（断層面の認定） ・走向・傾斜認定

・破砕幅算出 ・断層ガウジ・断層角礫幅算出

・明瞭なせん断構造・変形構造の有無 ・条線観察

・条線取得位置 ・研磨片作製範囲

・試料切断方向認定・切断面方向認定 ・薄片作製位置

・薄片 変位センス観察 ・薄片 断層岩区分観察

・薄片 分帯・最新活動面位置観察 ・薄片観察結果

・断層岩区分の総合評価


